
京 都 大 学 安 全 衛 生 管 理 規 程 新 旧 対 照 表 
改    正    前 改    正    後 

（前 略） 
（用語の定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、次の各

号に定めるところによる。 
(1)～(6)  （略） 
(7) 部局 各研究科等（各研究科、各附置研究

所、附属図書館、医学部附属病院及び各セン

ター等（国立大学法人京都大学の組織に関す

る規程（平成１６年達示第１号。以下この号

において「組織規程」という。）第３章第７

節及び第８節並びに第８節の３から第１１

節までに定める施設等をいう。）をいい、組

織規程第５６条第１項の部局事務部等を含

む。）、事務本部（組織規程第５７条第１項

の監査室を含む。）及び各共通事務部をいう。 
（中 略） 
（部局の安全衛生管理） 

第７条 部局の長（事務本部にあっては、環境担

当の理事。以下同じ。）は、当該部局における

安全衛生管理に関し、総括する。 
（中 略） 
 
 

別表第１（第１１条関係） 
部局の教職員数 衛生管理者の選任数 

１～４９ １人 
 
 

 

１８００～ １２人 
（備考） 
１  （略） 
２ 一の部局の衛生管理者が他の部局の衛

生管理者を兼ねる場合の衛生管理者の選

任数は、当該部局の教職員数を合計した数

に応じた数とする。 
 

別表第２（第２３条関係） 
事業場衛生委員会の名称 担当事務部等の名称 

 
（用語の定義） 

第２条  
 

(1)～(6)  
(7) 部局 各研究科等（各研究科、各附置研究

所、附属図書館、医学部附属病院及び各セン

ター等（国立大学法人京都大学の組織に関す

る規程（平成１６年達示第１号。以下この号

において「組織規程」という。）第３章第７

節から第１１節までに定める施設等をい

う。）をいい、組織規程第５６条第１項の部

局事務部等を含む。）、各共通事務部及び監

査室をいう。 
 
 
（部局の安全衛生管理） 

第７条 部局の長は、当該部局における安全衛生

管理に関し、総括する。 
 

 
附 則（令和８年達示第４５号） 

 この規程は、令和８年４月１日から施行する。 
別表第１（第１１条関係） 

部局の教職員数 衛生管理者の選任数 
１～４９ １人 
 
 

 

１８００～ １２人 
（備考） 
１   （同 左） 
２ 一の部局の衛生管理者が他の部局の衛

生管理者を兼ねる場合の衛生管理者の選

任数は、当該部局の教職員数（当該部局に

おいて業務に当たる派遣職員の数を含

む。）を合計した数に応じた数とする。 
別表第２（第２３条関係） 
事業場衛生委員会の名称 担当事務部等の名称 

（略） （同 左） 

（同 左） 



 
 

改    正    前 改    正    後 
 
 

 

犬山事業場衛生委員会 ヒト行動進化研究センタ

ー事務部 
 
 

 

  

 
 

 

犬山事業場衛生委員会 ヒト行動進化研究所事務

部 
 
 

 

  
 

（略） 

（略） 

（同 左） 

（同 左） 


